
JP 4335221 B2 2009.9.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部にほう酸供給部を、下部に溶融酸化ほう素排出部を備えた加熱室本体内に蓄熱式交
互燃焼型ラジアントチューブを設置してなり、前記ほう酸供給部から前記加熱室本体内に
供給されたほう酸を前記蓄熱式交互燃焼型ラジアントチューブにより加熱することにより
溶融無水酸化ほう素となし、該溶融酸化ほう素を溶融酸化ほう素排出部から連続的に排出
せしめることを特徴とする酸化ほう素製造装置。
【請求項２】
　加熱室本体は筐体又は筒体によって構成されており、該加熱室本体の底部は、水平面に
対して１～５°傾斜した傾斜炉床であり、該傾斜炉床の端部に溶融酸化ほう素排出部が設
けられていることを特徴とする請求項１記載の酸化ほう素製造装置。
【請求項３】
　加熱室本体には、ほう酸の脱水反応によって生成した排ガスを排出・処理する排ガス処
理設備が設けられていることを特徴とする請求項１又は２記載の酸化ほう素製造装置。
【請求項４】
　溶融酸化ほう素排出部には、溶融酸化ほう素の冷却・固化装置が設けられていることを
特徴とする請求項１、２又は３記載の酸化ほう素製造装置。
【請求項５】
　蓄熱式交互燃焼型ラジアントチューブが、加熱室本体の傾斜炉床にそって設置されてい
ることを特徴とする請求項２～４のいずれかに記載の酸化ほう素製造装置。
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【請求項６】
　加熱室本体が円筒体又は多角筒体によって構成されており、蓄熱式交互燃焼型ラジアン
トチューブが該加熱室本体の側壁に沿って複数個設置されていることを特徴とする請求項
２～４のいずれかに記載の酸化ほう素製造装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の酸化ほう素製造装置を用い、該酸化ほう素製造装置の
本体内に連続的に原料ほう酸を供給するとともに、該酸化ほう素製造装置の本体内に設置
された蓄熱式交互燃焼型ラジアントチューブによって原料ほう酸を加熱して溶融酸化ほう
素となし、生成した溶融酸化ほう素を前記溶融酸化ほう素排出部から連続的に流動排出せ
しめることを特徴とする酸化ほう素製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化ほう素（化学式：Ｂ２Ｏ３）の製造装置及びその製造方法に係り、特に
ほう酸を加熱して脱水・溶融するプロセスにより高純度酸化ほう素を製造する装置及び製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化ほう素はガラス添加用、鉄鋼の合金剤、アモルファス合金、磁性材料の製造原料と
して広く利用されている。一般的に不純物が少なく、かつ安価に供給できることが要望さ
れているが、用途によってその不純物等の許容範囲が異なる。その代表的な製造手段とし
て、非特許文献１には、精製された粒状のほう酸をオイル焚き又はガス焚きのガラス炉で
加熱溶融することにより高純度（９９％Ｂ２Ｏ３）の酸化ほう素を製造することが記載さ
れている。
【０００３】
　一方、特許文献１には、約８５～９２％のＢ２Ｏ３を含有する酸化ほう素製品の製造方
法において、ほう酸を脱水させて、約８５～９２％のＢ２Ｏ３を含有する溶融ガラスを形
成するために充分な期間、約２２０～２７５℃の範囲内の温度においてほう酸を加熱し、
前記溶融ガラスを冷却して、固体ガラス生成物を形成し、前記固体ガラスを粉砕する一連
の工程からなり、約８５～９２％のＢ２Ｏ３を含有し、ナトリウムを本質的に含まない粒
状非晶質酸化ほう素の製造方法が開示されている。
【０００４】
　この特許文献１に記載の方法は、前記非特許文献１に記載の方法の有する次の欠点を解
決することを目的としている。
（1）溶融炉で７００～９５０℃に加熱して得た溶融ガラスを急冷粉砕するので、製品が
高品質であるが、溶融炉を高温度に維持するためのエネルギー費用がかかること
（2）製品が微粉砕によって吸水性になること
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、加熱温度が低いために酸化ほう素の純度
が約８５～９２％と低く、水分を多量に残している。そのため、使用者側で脱水のための
エネルギーを負担しなければならないという問題があり、さらに使用時に分解・発生する
水分のため発泡する等の問題がある。
【０００６】
　そのため、高純度（９９％Ｂ２Ｏ３）の酸化ほう素は、一般に非特許文献１に記載の方
法により、ガラス溶融炉を用いて製造される。しかしながら、このガラス溶融炉は、原料
であるほう酸に加熱のための燃焼ガスを直接接触させる形式のいわゆる直接加熱設備であ
るので、その操業に際して燃焼排ガスとほう酸の分解生成物である水蒸気が同一の排気口
から混合排ガスとして排出される。この排ガスは高温であるので、上記混合排ガスの排熱
を熱交換により熱源として再利用することが望ましいが、この排ガスは、ほう酸のダスト
及び蒸気を含み、これが熱交換器の伝熱面にスケーリングするので、混合排ガスが高温で
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あるにも拘らず熱源としての再利用が不可能であり、熱効率が著しく低くなる原因となっ
ていた。
【０００７】
　この対策として、特許出願人は、図６に示すように、断熱材80で囲われた加熱室本体81
の下方に燃焼バーナ82を設置し、その上方に僅かの傾斜を付けた耐熱金属製の円筒のレト
ルト83を配置し、この円筒レトルト83の上方の装入口84から原料ほう酸の粉体及び／又は
粒状体を供給して、原料ほう酸を高温燃焼ガスに接触させることなく間接加熱によって加
熱して、その溶融を連続的に行う酸化ほう素製造装置を実用化している。この装置では、
レトルト83の加熱用のガス、いい換えれば原料加熱用の燃焼ガスとほう酸の熱分解により
生成したガスが完全に分離されているので、レトルト加熱用の燃焼ガスを熱交換器85に通
して熱エネルギーを回収することができ、また、レトルトから発生するガスを排ガス処理
装置86により処理してほう酸を回収することができる。
【０００８】
【特許文献１】特開平7-257921号公報
【非特許文献１】Encyc1opedia of Chemical Technology第4版第4巻370頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記出願人の提案による酸化ほう素製造装置は、熱効率が高く、高純度
の酸化ほう素を経済的・効率的に製造できるものであるが、耐熱金属製のレトルトが割れ
易く、レトルトの寿命が比較的短いという問題があった。
【００１０】
　本発明は、上記従来技術の有する問題を解決し、熱効率が高く、水分を実質的に含有し
ない高純度の酸化ほう素を連続的に製造することができ、かつ、長期間安定して使用に耐
える酸化ほう素製造装置及びそれによる酸化ほう素の製造方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、蓄熱式交互燃焼型ラジアントチューブ（以下単に「ラジアントチューブ」
という）の表面温度が著しく均一であり、これに原料ほう酸を直接接触させ、さらにはそ
の放射熱により加熱することにより、ほう酸を脱水させ、さらに溶融させて極めて効率的
に酸化ほう素を製造し得ることに着目し、本発明を完成するに至った。
【００１２】
　本発明に係る酸化ほう素製造装置は、上部にほう酸供給部を、下部に溶融酸化ほう素排
出部を備えた加熱室本体内に蓄熱式交互燃焼型ラジアントチューブを設置してなり、前記
ほう酸供給部から前記加熱室本体内に供給されたほう酸を前記蓄熱式交互燃焼型ラジアン
トチューブにより加熱することにより溶融無水酸化ほう素となし、該溶融酸化ほう素を溶
融酸化ほう素排出部から連続的に排出せしめるものである。
【００１３】
　上記酸化ほう素製造装置において、加熱室本体を筐体又は筒体によって構成し、かつ該
加熱室本体の底部を水平面に対して１～５°傾斜した傾斜炉床となし、該傾斜炉床の端部
に溶融酸化ほう素排出部を設けてなるものとすることができる。
【００１４】
　また、上記酸化ほう素製造装置において、加熱室本体には、ほう酸の脱水反応によって
生成した排ガスを排出・処理する排ガス処理設備を備えることができる。
【００１５】
　さらに、上記酸化ほう素製造装置は、溶融酸化ほう素排出部には、溶融酸化ほう素の冷
却・固化装置を備えているものとすることができる。
【００１６】
　上記酸化ほう素製造装置は、ラジアントチューブが、加熱室本体の傾斜炉床に沿って設
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置されており、かつ溶融酸化ほう素排出部が加熱室の傾斜炉床の末端部に設けられている
ものとすることができる。
【００１７】
　また、上記酸化ほう素製造装置を、加熱室本体が円筒体又は多角筒体によって構成され
たものとなすとともに、ラジアントチューブが該加熱室本体の側壁に沿って複数個設置さ
れているものとすることができる。
【００１８】
　上記いずれかの発明に記載した酸化ほう素製造装置を用い、該酸化ほう素製造装置の本
体内に連続的に原料ほう酸を供給するとともに、該酸化ほう素製造装置の本体内に設置さ
れた蓄熱式交互燃焼型ラジアントチューブによって原料ほう酸を加熱して溶融酸化ほう素
となし、生成した溶融酸化ほう素を前記溶融酸化ほう素排出部から連続的に流動排出せし
めることことによって酸化ほう素を連続的に製造することが可能になる。
【００１９】
　なお、上記各発明において、ラジアントチューブとは、例えば、工業加熱Vol.42,No.5
第12頁左欄第10～18行に開示されている形式のチューブの両端に蓄熱体を内蔵したバーナ
が設置され、30秒程度の短い周期で燃焼と蓄熱を交互に繰り返すラジアントチューブをい
い、交番燃焼によるチューブ温度の均一化と高効率の熱交換による省エネルギー効果が得
られるという特性がある。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明により、水分を実質的に含有しない高純度の酸化ほう素を、エネルギー効率よく
、しかも長期間安定して製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を主な２つの実施形態に基づいて説明する。
【００２２】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る酸化ほう素製造装置を模式的に示した断面図であ
り、図２は、そのＡ－Ａ矢視断面図である。図１、図２に示すように、本発明の第１実施
形態に係る酸化ほう素製造装置は、加熱室本体10、ほう酸供給部30、溶融酸化ほう素排出
部15及びラジアントチューブ20から構成されている。
【００２３】
　図１に示す第１実施形態では、加熱室本体10は、周囲が断熱材11で囲まれ、内部がたと
えば、ステンレス鋼等のほう酸やその脱水生成物に冒されない材料でライニングされた筐
体により構成されており、その上部には、原料ほう酸の装入口14及び反応副生物である水
蒸気をダストとともに導く蒸気口16が開口している。また、その底部12は、生成した溶融
酸化ほう素を連続的に排出せしめる溶融酸化ほう素排出部15に続いている。
【００２４】
　上記加熱室本体10の上部（天井側）の原料ほう酸装入口14には、これに接続してホッバ
ー31とスクリューフィーダ32を有する原料ほう酸の供給装置30が取り付けられており、こ
の原料ほう酸の供給装置30によりほう酸装入口14を通して加熱反応室13内に連続的に原料
であるほう酸を供給できるようになっている。
【００２５】
　また、加熱室本体10の底面12は、水平面に対して僅かに傾斜しており、その最下端部が
溶融酸化ほう素排出部15となっており、その末端は堰17により仕切られている。底面12の
水平面に対する傾斜は、生成した溶融生成物が自然流下して溶融酸化ほう素排出部15から
流出することを可能にするためであるので、その角度は水平面に対して1～5°とするのが
よい。
【００２６】
　このように構成された原料ほう酸装入口及び溶融酸化ほう素排出部15を有する加熱室本
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体10の内部には、その底部12にほぼ平行に、底部12から距離aだけ離間してＵ字型のラジ
アントチューブ20の加熱部24が位置するようになっている。上記ラジアントチューブの加
熱部24の最下端部と底部12との離間距離aは、ラジアントチューブの加熱部24による加熱
により脱水・溶融した溶融状態の酸化ほう素が底部12上を流下するに足る距離とする。こ
の距離が大きすぎると、底部12に接している生成した酸化ほう素がラジアントチューブ20
の加熱部24によって十分加熱されず、溶融・流動状態を維持できない場合が生じ、生成し
た酸化ほう素が底部12上に滞留し、スムースに系外に排出され難くなる。一般には、上記
離間距離aは、ラジアントチューブの直径の0.5～3倍程度とするのがよい。
【００２７】
　さらに、図１に示す第１実施形態では、上記溶融酸化ほう素排出部15に続いて、溶融酸
化ほう素の冷却固化破砕装置40が設けられている。この冷却固化破砕装置40は、溶融酸化
ほう素を連続的に受ける水冷のＷロール42と鬼歯ダブルロールクラッシャ44を有し、Ｗロ
ール42と鬼歯ダブルロールクラッシャ44は垂直空冷ダクト43で連結されており、鬼歯ダブ
ルロールクラッシャ44の下部は、蓋付き金属容器45が取付け・取外し自在に構成されてい
る。なお、この実施形態では、溶融酸化ほう素排出部15からＷロール42の上部周辺にカバ
ー41を設置し、このカバー41には集じん管46を設け、発生する塵埃を吸引除去可能にして
いる。
【００２８】
　上記加熱室本体10の上部（天井側）の原料ほう酸装入口14から離れた位置に蒸気口16が
設けられており、この蒸気口16は、排ガス導管51を介して排ガス処理手段50に接続されて
いる。この排ガス処理手段50は、加熱室本体10から排出される水蒸気、ほう酸の蒸気及び
粉じんを水洗してほう酸分をほう酸水として分離回収するとともに、清浄化された排ガス
を排ガス放出管52から大気中に放出する機能を有する。なお、分離回収されたほう酸水は
蒸発晶析缶（図示しない）に導かれるようになっている。
【００２９】
　上記装置の操業は以下のとおりであり、それにより原料ほう酸から酸化ほう素を製造す
ることができる。まず、準備段階として、ラジアントチューブ20の加熱部24が覆われるよ
うに原料ほう酸を充填し、ラジアントチューブ20の表面温度が設定値である800～950℃に
なるように加熱状態におくとともに、加熱室反応室13内を十分に加熱状態におき、生成さ
れる酸化ほう素が溶融状態となって排出部15から流出できるようにする。ここにラジアン
トチューブ20の加熱部24とは、ラジアントチューブを構成するＵ字管のうち基部の蓄熱体
収容部を除いた高温に加熱され、本発明において原料ほう酸や生成酸化ほう素を伝熱、又
は放射熱により加熱する部分をいう。
【００３０】
　上記の予熱作業が完了したことを確認した後、原料ほう酸の供給装置30を稼動し、原料
ほう酸装入口14から原料ほう酸を加熱室本体10内に連続的に供給する。それにより原料ほ
う酸は、ラジアントチューブ20の加熱部24に直接接し、あるいは、一旦底面12に堆積後、
ラジアントチューブ20の加熱部24からの加熱により250～400℃に加熱されて、反応式
２Ｈ３ＢＯ３（ｓ）→Ｂ２Ｏ３（ｌ）＋３Ｈ２Ｏ（ｇ）－２１１ｋＪ／ｍｏｌＢ２Ｏ３

にしたがって脱水し、更に700℃以上に昇温することによって生成物が溶融するに至る。
【００３１】
　昇温・溶融の進行に従い生成した水（Ｈ２Ｏ）は水蒸気として酸化ほう素から完全に分
離して、溶融物は高純度な酸化ほう素となり、溶融酸化ほう素排出部15から溶融酸化ほう
素の冷却固化破砕装置40に連続的に導かれ、冷却固化破砕装置40の水冷Ｗロール42によっ
てシート状のガラスとされ、空冷垂直ダクト43で冷却された後、鬼歯ダブルロールクラッ
シャ44により破砕され、直接蓋付き金属容器45に収容され、それにより外気との接触が遮
断され製造された酸化ほう素を微粉砕されたものであっても吸湿することが避けられる。
【００３２】
　一方、上記脱水反応によって生成した水蒸気、原料ほう酸が加熱されることによって発
生するほう酸蒸気及びほう酸を装入するとき不可避的に発生するほう酸粉じんは、ともに
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蒸気口16から排ガス導管51を介して排ガス処理手段50に導かれ、ここで水洗されてほう酸
分はほう酸水として分離回収され、残りの清浄化された排ガスは排ガス放出管52から大気
中に放出される。
【００３３】
　上記操業において、原料であるほう酸は、図３に示すように、装入された当初は粉体又
は粒状体であるが、加熱されて脱水分解反応が開始すると同時に焼結状態の大塊となり、
その後さらに加熱されて、400℃に達して分解反応が終了し、さらに生成した水分が水蒸
気として揮散し、流動状態となると推定される。そのため、本発明の酸化ほう素製造装置
内での装入物の状態は、ラジアントチューブと接触しながら順調に溶融・下降することが
理想であるが、ときとして定常的ではなく、ラジアントチューブ直上で棚吊現象を起こし
、それが崩れて生じた焼結物が落下して底部炉床で溶融状態となるなど様々な非定常状態
を取ることもありえる。
【００３４】
　このような非定常状態は、被処理物（原料ほう酸及びその脱水生成物）が、粉体（粒状
体）から焼結状態、さらには溶融・流動状態とその状態が変化する過程で生じた焼結物が
一時的に滞留して流れを阻害するために起こるものと推定されるが、このような非定常状
態は極力回避し、定常状態に近づけることが好ましい。そのため、原料であるほう酸の装
入速度を調整して、ほう酸が加熱、脱水、溶融する速度とのバランスが保たれるようにす
ることが重要である。たとえば、一時的にほう酸の装入速度がラジアントチューブからの
加熱による脱水・溶融速度を上回ると、加熱反応室の上面にほう酸棚ができ、ラジアント
チューブとの間に空洞ができることがあるが、そのような場合には、供給速度を一時的に
減じて加熱を継続して、放射熱によりほう酸棚を次第に溶融させ、ほう酸棚を解消して正
常な操業状態に戻すことなどの措置を講ずることが必要である。
【００３５】
　そのような操業制御を行うためには、ラジアントチューブの表面温度を測定し、原料ほ
う酸に必要な入熱が与えられるように制御すべきである。このような制御は、ラジアント
チューブの表面温度と炉の状態との関係を解析し、それによって得た経験に基づいて行う
ことができる。このような入熱の制御は、ラジアントチューブの供給するガス燃料の流量
、燃焼時間、又はこれらの組合せによって行うことができる。
【００３６】
　なお、上記制御を行うに際し、ラジアントチューブの温度は、その最高使用温度、たと
えば950℃以下に制御しなければならない。そのため、本発明においては、工業加熱Vol.4
2,No.5第12頁左欄第10～18行等に示されている形式のチューブの両端に蓄熱体を内蔵した
バーナが設置され、30秒程度の短い周期で燃焼と蓄熱を交互に繰り返すラジアントチュー
ブをもちい、交番燃焼の周期をたとえば30S程度に短く取ってチューブ温度の均一化と高
効率の熱交換による省エネルギー効果が得られるようにするのが好ましい。このような形
式のラジアントチューブを利用すれば、その表面温度が極めて均一になるので、上記制御
において、ラジアントチューブの表面温度の測定は1ヶ所行えば十分である。
【００３７】
　本発明の第１実施形態は、上記のとおりであるが、本発明の技術的思想を逸脱しない限
り、種々の変形例によって実施することができる。たとえば、溶融酸化ほう素の冷却固化
破砕装置40を省略して、溶融酸化ほう素を受け容器に直接受けた後、そのまま冷却し、そ
の後、別途の手段で破砕すること、ほう酸供給装置30のスクリューフィーダをバイブレー
ションフィーダに変更すること、溶融酸化ほう素排出部15から堰17を除くことなどが可能
である。また、本例では、ラジアントチューブ20をＵ字形の加熱部24を有するものとし、
そのＵ字形の加熱部24が箱型の加熱室本体10の反応加熱室13内にあり、蓄熱体を内蔵する
両端部が加熱体本体10の外部にあるものとしているが、これを加熱室本体10内に位置せし
めるようにすることもできる。
【００３８】
　また、上記実施形態では、底部12を水平に対して傾斜させているが、これを水平とする
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ことも可能である。この場合においても、溶融・流動状態の酸化ほう素は、底部12に一定
量滞留するが、堰17をオーバーフローさせて系外に排出することができる。また、堰17も
必ずしも必要ではないが、その存在は、底部12の傾斜の有無にかかわらず、底部12上に溶
融・流動状態の酸化ほう素を一定量堆積させ、操業を安定させる効果をもたらす。なお、
この堰17は、たとえば、操業末期には取り除き、底部12上に滞留している酸化ほう素を極
力排出することが好ましい。
【００３９】
　（第２実施形態）
　図４は、本発明の第２実施形態に係る酸化ほう素製造装置を模式的に示した断面図であ
り、図５は、そのＢ－Ｂ矢視断面図である。図４、図５に示すように、本発明の第２実施
形態に係る酸化ほう素製造装置は、加熱室本体10、ほう酸供給部30、溶融酸化ほう素排出
部15及び複数のラジアントチューブ20（20A～20D）から構成されている。
【００４０】
　この第２実施形態においては、加熱室本体10は、周囲が断熱材11で囲まれ、内部がステ
ンレス鋼等のほう酸やその脱水生成物に冒されない材料でライニングされた円筒体又は多
角筒体によって構成されており、複数のラジアントチューブ20A～20Dが加熱室本体10の側
壁18に沿って配置されている。上記筒体により構成された加熱室本体10の上部には、原料
ほう酸の装入口14が開口しており、また反応副生物である水蒸気、ほう酸蒸気及びほう酸
ダストとともに導く蒸気口16が開口している。また、その底部12は、本装置による脱水・
溶融反応により生成した溶融酸化ほう素を連続的に排出せしめる溶融酸化ほう素排出部15
に続いている。
【００４１】
　上記加熱室本体10の上部（天井側）の原料ほう酸装入口14には、これに接続して原料ほ
う酸の供給装置30が取り付けられていることは、第１実施形態の場合と同様であり、それ
により、ほう酸装入口14を通して加熱反応室13内に連続的に原料であるほう酸を供給でき
るようになっている。また、加熱室本体10の底面12が、水平面に対して僅かに傾斜してい
ること、その最下端部が溶融酸化ほう素排出部15となっていることも第１実施形態の場合
と同様である。
【００４２】
　さらに、図４、５に示す第２実施形態においても、図示を省略したが、溶融酸化ほう素
排出部15に続いて、第１実施形態に示したのと同様の構造の溶融酸化ほう素の冷却固化破
砕装置が設けられ、また、加熱室本体10の上部に第１実施形態と同様の構成を有する排ガ
ス処理装置が設けられる。これらの機能も第１実施形態の場合と変わるところがない。
【００４３】
　第２実施形態と第１実施形態の相違点は、加熱室本体10内におけるラジアントチューブ
20の配置の仕方にある。第２実施形態の場合には、筒状体（円筒体及び多角筒体を含む）
である加熱室本体10の側壁18にそってラジアントチューブ20が複数個設置される。すなわ
ち、図４、図５に示すように、筒状体である加熱室本体10の側壁18に沿ってほぼ平行に、
側壁18から所定距離ｂだけ離間してＵ字型のラジアントチューブ20の加熱部24が設置され
る。
【００４４】
　このラジアントチューブ20の加熱部24の外側面と加熱室本体10の側壁18との離間距離ｂ
は、装入された原料ほう酸が、ラジアントチューブ20A～20Dにより囲まれた空間の内側と
外側に等量に分かれて降下するように配置するのが好ましい。それにより、ラジアントチ
ューブ20から原料ほう酸に与えられる熱量が一方に偏ることなく、均等に配分され、側壁
18の近傍での棚吊や、内部空間での加熱不足部を生ずることなく、一様で効率的な加熱が
できることになる。具体的には、図５に示す断面図において、ラジアントチューブ20A～2
0Dの内側の面積とその外側の面積がほぼ等しくなるように設計すればよい。
【００４５】
　また、隣り合うラジアントチューブ間の距離、たとえば、ラジアントチューブ20Aと20D
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との間の距離cも設計上考慮しなければならない。図４に示すように、第２実施形態にお
いては、原料ほう酸は、ラジアントチューブ20A～20Dにより囲まれた空間の内側中心部か
ら装入される。したがって、装入された原料ほう酸がラジアントチューブ間の間隙を通っ
て、側壁18側にスムースに抜けるようにすることが重要になる。この間隔cが小さすぎる
ときには、上記ラジアントチューブの間隙間に生じた焼結物のために被処理物の上記移動
が妨げられることになる。一方、上記間隔cが広すぎるときは、設備直径がいたずらに大
きくなり、経済的でない。
【００４６】
　一般には、上記離間距離ｂは、ラジアントチューブ20の直径の0.5～3倍程度、ラジアン
トチューブ20の相互間の間隔cは、ラジアントチューブ20の直径の1.5～3.5倍程度するの
がよい。なお、ラジアントチューブ20の配置数は、酸化ほう素の製造能力等に依存して決
めればよい。
【００４７】
　なお、加熱室本体10の上部空間には、ラジアントチューブ20の蓄熱体の設置部である
非加熱部25が位置するようにする。これにより、加熱室本体10内で発生する生成ガス（反
応生成物である水蒸気、ほう酸蒸気及び原料装入時に発塵するほう酸粉塵の混合ガス）の
温度を加熱室本体内において低下させることができ、排ガス処理設備にかかる負荷を軽減
させることができる。
【００４８】
　上記第２実施形態に係る装置の操業過程は以下のとおりであり、それにより原料ほう酸
から酸化ほう素を製造することができる。まず、準備段階として、ラジアントチューブ20
A～20Dの加熱部24を覆うように原料ほう酸を装入する。次いで、ラジアントチューブ20A
～20Dの加熱部24の表面温度が設定値（800～950℃）になるように加熱状態におき、加熱
室本体10内を十分に昇温し、生成した酸化ほう素が流出できる状態とする。
【００４９】
　上記の予熱作業が完了したことを確認した後、原料ほう酸の供給装置30を連続稼動状態
とし、原料ほう酸装入口14から原料ほう酸を連続的に供給する。それにより、原料ほう酸
はラジアントチューブ20の加熱部24によって加熱され、その近傍から粉体(粒状体)から焼
結状態、さらには脱水・溶融状態となって加熱・昇温が進行し、終には溶融酸化ほう素と
なって底部12に滴下し、溶融酸化ほう素排出部15から流出するに至る。溶融酸化ほう素排
出部15から流出後の処理については、すでに第1実施形態において説明したのと同様であ
る。また、反応生成ガス等の処理についても第1実施形態において説明したのと同様であ
る。
【００５０】
　上記第２実施形態においても、酸化ほう素製造装置内での装入物の状態は、ラジアント
チューブ及び加熱室本体の側壁に接触しながら順調に溶融・下降するが、ときとして定常
的ではなく、加熱室本体内で棚吊現象を起こし、それが崩れて生じた焼結物が落下して底
部炉床で溶融状態となるなど様々な状態をとることがある。このような非定常状態は、被
処理物が順調に降下する限り操業上の支障にはならない。しかしながら、非定常状態が進
んで、棚吊状態となったときには、一時的にほう酸原料の供給を停止し、ラジアントチュ
ーブからの加熱のみを継続し、それによって棚吊を解消することが好ましい。これらの措
置については、第１実施形態の場合と同様である。また、操業制御を行うためには、ラジ
アントチューブの表面温度を測定し、原料ほう酸に必要な入熱が与えられるように制御す
ることも第１実施形態と同様に行い得る。
【００５１】
　本発明の第２実施形態は、上記のとおりであるが、本発明の技術的思想を逸脱しない限
り、種々の変形を行うことができる。たとえば、ラジアントチューブの配置数は、上記例
では４本であるが、必要能力を考慮して、６～８本にすることができる。また、第１実施
形態について述べたように、溶融酸化ほう素の冷却固化破砕装置を省略して、溶融酸化ほ
う素を直接受け容器に収容して冷却後、別途破砕すること、原料装入手段をバイブレーシ
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ョンフィーダに変更すること、あるいは、溶融酸化ほう素排出部に堰を加えるなどの変更
を行うことも可能である。さらに、加熱室本体10は、第１実施形態と同様に、周囲が断熱
材11で囲まれ、内部がたとえば、ステンレス鋼等のほう酸やその脱水生成物に冒されない
材料でライニングされた筐体により構成することもできるが、これに代えて内面も断熱材
料とすることもできる。
【００５２】
　上記第２実施形態においては、ラジアントチューブが加熱室本体内に竪型に配置される
ので、複数個の大型のラジアントチューブを、吊り下げ方式によって加熱室本体内に設置
することができる。このことにより、第１実施形態に示したほぼ水平にラジアントチュー
ブを設置する形式では、ラジアントチューブのサイズが大きくなると、それを支えるため
に加熱室本体内に支柱を設けなければならならず、そのため大型化が困難であるとの問題
が解決され、生産性の大きな設備の建設が容易になるなどの効果が生ずる。
【実施例】
【００５３】
　（実施例１）
　図１、図２に示す基本構造を有し、表１に示す諸元を有する酸化ほう素の製造装置を用
いて酸化ほう素の製造を行った。その結果、原料ほう酸を２２．４ｋｇ／ｈの割合で連続
的に装入し製品酸化ほう素を１２．１ｋｇ／ｈの割合で生産することができた。この操業
における熱効率は６５％であった。また、分解発生水量は９．６ｋｇ／ｈであり、排ガス
処理装置として利用したベンチュリスクラバからほう酸を質量比で２％含有する排水を回
収することができた。なお、操業過程において、ラジアントチューブの表面温度管理を行
った結果、その温度は７００～８５０℃に維持された。
【００５４】
　この操業ではプロパンを１．７６ｋｇ／ｈの割合で燃焼させ、下記式に従う熱効率ηは
６５％であった。
η＝（有効熱×１００）／（プロパン消費量×真発熱量）
ここに、有効熱＝原料の昇温熱＋反応吸熱＋生成酸化ほう素の加熱熱量
【００５５】

【表１】

【００５６】
　(実施例２)
　図４、図５に示す基本構造を有し、表２に示す諸元を有する酸化ほう素の製造装置を用
いて酸化ほう素の製造を行なう。本設備により原料ほう酸を６６６ｋｇ／ｈの割合で連続
的に装入し、製品酸化ほうを３６０ｋｇ／ｈの割合で生産することができる。また、分解
発生水量は２８５ｋｇ／ｈであり、排ガス処理装置として利用したベンチュリスクラバか
らほう酸を質量比で２％含有する排水を回収することができる。また、操業過程において
、ラジアントチューブの表面温度管理を行うことにより、その表面温度をは７００～８５
０℃に維持できる。この場合において、プロパンの燃焼割合は５２・４ｋｇ／ｈであり、
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熱効率ηは６５％である。熱効率の計算方法は実施例１と同様である。
【００５７】
【表２】

【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る酸化ほう素製造装置を模式的に示した断面図である
。
【図２】図１に示した本発明の第１実施形態に係る酸化ほう素製造装置Ａ－Ａ矢視断面図
である。
【図３】本発明による原料ほう酸の状態変化を模式的に示した図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る酸化ほう素製造装置を模式的に示した断面図である
。
【図５】図４に示した本発明の第２実施形態に係る酸化ほう素製造装置Ｂ－Ｂ矢視断面図
である。
【図６】出願人が実用化している酸化ほう素製造装置の概念図である。
【符号の説明】
【００５９】
　10：加熱室本体
　11：断熱材
　12：底部
　13：反応加熱室
　14：原料ほう酸装入口
　15：溶融酸化ほう素排出部
　16：蒸気口
　18：側壁
　20：ラジアントチューブ
　24：加熱部
　25：非加熱部
　30：ほう酸供給装置
　31：ホッパー
　32：スクリューフィーダ
　40：（溶融酸化ほう素の）冷却固化破砕装置
　41：カバー
　42：水冷Ｗロール
　43：垂直空冷ダクト
　44：鬼歯ダブルロールクラッシャ
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　45：蓋付金属容器
　50：排ガス処理装置
　51：排ガス導管
　52：放散管
　80：断熱材
　81：加熱室本体
　82：燃焼バーナ
　83：円筒レトルト
　84：装入口
　85：熱交換器
　86：排ガス処理装置

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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